
環境配慮制度見直し状況
（報告）

令和４年１月14日

環境政策部環境保全課
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報告資料 ２



１．環境配慮制度の現状と課題
・建築物の環境配慮については、近年、法律や都条例が改正され

てきており、区においても環境配慮制度運用開始以降、新たな
条例・制度が定められ、環境配慮制度の内容と重複している部
分や、時勢による項目の陳腐化がみられ始めている。

・区では気候非常事態宣言を発し、温室効果ガス排出抑制を図る
ため、世田谷区地球温暖化対策地域推進計画の見直しを進めて
おり、技術革新の時勢を捉えつつ、現実的・効果的な制度改正
を必要としている。
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２．環境配慮に係る法（国）の変化
• 省エネ法の改正（国交省）令和３年４月施行

省エネ基準適合義務の対象を拡大。
小規模なものは建築士から建築主への説明を義務化。
国は減税措置や補助金などの手法で促進を図ってきた。
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①省エネ法改正の概要
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②脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等の
あり方・進め方に関するロードマップ（令和３年８月）

2025年度までに省エネ基準の適合義務化の範囲を拡大
2030年度までに省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを
実施（ZEH・ZEB水準を目指す）
2030年度 新築戸建住宅の６割に太陽光発電設備設置を
目指す。
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③-１ ZEHについて
• ZEHの種類
①ZEH

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内
環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入する
ことにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。
② Nearly ZEH

「ZEH」を見据えた先進住宅として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、
再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅。
③ZEH Oriented

「ZEH」を指向した先進的な住宅として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を
備えた住宅。

• ZEH住宅の補助金
①地域型住宅グリーン化事業（国土交通省）
②戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業（環境省）
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③-２ ZEHについて(概略図)
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３．環境配慮に係る制度等（都）の変化
• 都の動き

①東京都環境審議会での議論

②東京都環境計画書制度の改正

③東京ゼロエミ住宅について
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①東京都環境審議会での議論
（新築についての意見の抜粋）
• 新築については太陽光発電設備設置の義務化の検討を始める。
• CO2排出の7割が業務部門・家庭部門など建物由来であり、重要なターゲット

となる。
• 大規模建築物については、断熱・省エネ性能の義務基準や段階評価のレベル

アップ、再エネ利用の強化、省資源化、再生資源の活用の促進を環境計画書制
度の中で検討開始。

• 中小規模建築物について太陽光の設置の義務化の検討開始。
• 新築住宅では高断熱化・高効率化設備の設置、再エネ設備、蓄電池等を備える

住宅を目指す。
• リサイクルルートの確立を目的にした太陽光パネルのリサイクル・リユースへ

の検証を図っている。
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②-１東京都環境計画書制度について
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②-２東京都環境計画書制度の改正概要
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（令和２年４月）



②-３東京都環境計画書制度改正のポイント
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（令和２年４月）



③-１東京ゼロエミ住宅について
• 適用要件

新築計画において断熱性能や省エネ性能が定められた基準をも
とに東京都ゼロエミ住宅の認証を与えている。
• 東京ゼロエミ住宅への補助金
①戸建５０万円/戸
②集合２０万円/戸
③さらに太陽光発電システムを設置すると+１０万円/ｋW
（上限１００万円）
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③-２東京ゼロエミ住宅について
住宅の断熱性能の確保と設備
の効率化により断熱性能及び
設備の省エネルギー性能の水
準が高められた東京都独自の

住宅基準
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③-３東京ゼロエミ住宅の概要
〇助成金の支給

戸建５０万円/戸
集合２０万円/戸

さらに
太陽光発電システムを

設置すると

+１０万円/ｋW
（上限１００万円）
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４．区条例について
• 平成7年度以降、環境配慮制度を運用しているが、区では様々

な条例を現在まで制定してきており、他条例において環境配慮
制度を補完できる部分がある。

①世田谷区街づくり条例
②世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例
③世田谷区みどりの基本条例
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①世田谷区街づくり条例
• 建築構想の調整

敷地面積3,000㎡以上または延床面積5,000㎡以上を対象とする。

（概要）
①周辺住民に対して建築構想の内容を図面等により周知する。

（区への報告が必要）
②周辺住民からの求めがあれば説明会や意見交換会を開催する。
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②世田谷区建築物の建築に係る住環境の
整備に関する条例（通称；住環境条例）

• 適用建築物
（延床面積1,500㎡以上の建築物他）

①雨水流出抑制
②防火水槽の設置（敷地1,000㎡以上）
③近隣住民が利用できる防災資機材収納用倉庫の設置

（延床10,000㎡以上）
④マンホールトイレの設置（延床10,000㎡以上）
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③世田谷区みどりの基本条例・都市緑地法
・建築に伴って敷地の一定割合を緑化することが法律に基づき義

務付けられている。
①みどりの計画書の届出の対象

敷地150㎡以上の建築物の新築・増築など
②緑化地域制度の対象

敷地300㎡以上の建築物の新築・増築など
③樹木の伐採届

地上1.5ｍの高さにおける幹周り80㎝以上の樹木の伐採
地上10ｍ以上の樹木の伐採
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延床面積 H29件数 H30件数 R1件数 環境配慮制度 都）環境計画書制度 省エネ法

5,000㎡以上 14 17 4 評価 評価 適合義務

2,000㎡以上5,000㎡未満 19 33 30 対象外 評価 適合義務

中規模 300㎡以上2,000㎡未満 378 365 314 対象外 対象外 適合義務

小規模 300㎡未満 3153 3097 2815 対象外 対象外 説明義務

大規模

５．環境や省エネに係る法や制度の対象面積
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６．新築着工棟数とエネルギー消費量

22国土交通省資料「建築物の省エネ施策の今後の動向について」より



７．区の制度検討の方向性
①環境配慮制度の改定

区条例等の重複部分を精査し、都の環境計画書制度で区として有
効と考える項目について上乗せする基準を設けることを検討する。

②区独自のCO2削減を目標とする新たな評価制度創設を検討する。
（検討項目）
・建物等の対象範囲
・評価基準
・届出方法及び誘導策等
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